地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けました
協同組合人吉商連

人吉東九日町商店街振興組合

人吉市西九日町商店街振興組合
　協同組合人吉商連、人吉東九日町商店街振興組合、人吉市西九日町商店街振興組合では、平成２１年８月１日に施行された「地域商店街活性化法」に基づく商店街活性化事業計画について、９月に３者連名にて申請を行い、平成２１年１０月９日付けで経済産業大臣から本事業計画の認定を受けました。

　なお、本事業計画の認定は同法の施行後初めてであり、全国でも１９件と数少ない中での認定となっています。
地域商店街活性化法の概要
目的

商店街が「地域コミュニティの担い手」として行う地域住民の生活の利便を高める試みを支援することにより、地域と一体となったコミュニティづくりを促進し、商店街を活性化。また、商店街を担う人材対策を強化する。
認定を受けると次のような支援を受けることができます
①補助率の引き上げ・・・認定事業に対する補助金の補助率について、最大２／３の支援を受けることが可能となります。
②税制措置・・・認定事業を行う商店街等に土地を譲渡した者に対して、１５００万円を上限に譲渡所得の特別控除があります。
③その他、融資関連等の措置があります。










